
下水道使用料改定業務の支援

下水道事業は、住民の日常生活に欠くことのできないサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたってサービスの提供を安

定的に継続することが重要です。多くの地方公共団体では、経営状況を見える化するため、会計方式を従来の特別会計から企業会

計方式へと変更を進め、今後の事業方針や将来の投資財政見込みを明確にするため、経営戦略を策定し、健全な下水道経営に努

めているところです。経営改善には、計画的な投資による平準化が必要ですが、収入確保も重要であることから、使用料改定の検討

が必要といえます。

中には、経費回収率が低いものの、使用料水準が高くないケースも多くあるのが実情です（図1及び図2参照）。
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図1 使用料水準と経費回収率の分布（公共） 条例上の使用料

出典：総務省「地方公営企業年鑑（2021年度）」データより加工して作成

図2 使用料水準と経費回収率の分布（公共） 実質の使用料

出典：総務省「地方公営企業年鑑（2021年度）」データより加工して作成

当社では、下水道使用料検討は、経営戦略策定時の投資財政計画による収支ギャップを把握した上で、次の検討ステップとして

位置づけています。経営モニタリングを含む、次の経営戦略につなげるサイクルを経営改善業務として提案しています（図3参照）。

経営モニタリング下水道使用料検討経営戦略の策定

展開～戦略見直し

1
経営改善への第一歩
まず現状を分析・把握するととも
に課題等を抽出、今後目指すべ
き経営目標等をまとめます。

法非適用、法適用作業中の場
合は、法適用後に企業会計での
投資・財政計画を改めて作成す
ることを見据え、作成します。

投資・財政計画策定の際、収支
ギャップを解消するため、特に
投資の抑制方法を十分検討し、
収入による改善のみとならない
ように留意します。

投資を抑制しても、どうしても収
支ギャップの解消が見込めない
場合は、不足する財源を確保す
るため、使用料値上げの検討を
行います。

2
作成した経営戦略に基づき、事
業運営を行います。

経営状況を継続的にモニタリン
グし、実績を把握します。
また、差異がある場合は、分析・
検討を実施します。
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図3 当社において提案している経営改善業務の流れ

下水道使用料検討の必要性

下水道使用料検討の位置づけ



業務名称発注者受注年度

登水管第２１０２１－４号 登米市水道料金及び下水道使用料等検討業務宮城県登米市2021

甲斐市下水道使用料改定業務委託山梨県甲斐市2022

宜野湾市下水道事業経営戦略改定支援業務委託沖縄県宜野湾市2023

花巻市下水道使用料改定等検討業務岩手県花巻市2024

コンサルティング本部 下水道事業部
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（1） 使用料対象経費の算定

①財政計画等の確認

②使用料算定期間の設定

③財政収支予測

④使用料対象経費の算定

⑤収支不足の確認

（2） 下水道使用料対象経費の算定

①現行の下水道使用料体系の調査･整理

②他都市の事例整理

③下水道使用料対象経費の分解

④下水道使用者群の区分

⑤下水道使用料対象経費の配賦

⑥下水道使用料体系の設定

（3） 審議会の運営支援・資料作成

①審議会の運営支援

②審議会資料の作成

下水道使用料改定の検討手順は、以下のとおりです（各団体の状況に合わせてメニューは変更可能です）。

①財政計画等の確認
財政計画、事業計画等の各種計画を確認し、料金検討の前提となる条件、活用できる数値等を
整理します。

②使用料算定期間の設定
確認した財政計画の計画期間等も踏まえて、使用料の算定のために使用料対象経費を算定す
る期間を設定します。

③財政収支予測
使用料算定期間中の収入・支出額を整理し、財政収支を予測することで、財政収支バランスを確
認します。なお、収支予測では、必要に応じて物価水準の変動等を考慮します。

④使用料対象経費の算定
財政計画等を基に使用料算定期間中の下水道管理運営費を算定した上で、使用料の対象とな
らない経費等を控除して使用料対象経費を算定します。

⑤収支不足の確認
現行使用料体系を基に推計した使用料収入と使用料対象経費とを比較し、収支過不足の確認を
行うとともに、使用料改定率を設定します。

①現行の下水道使用料体系の調査･整理
現行の下水道使用料金の体系を調査・整理し、検討します。この際、水道料金の料金体系及び
料金改定に関する見通しについても調査します。

②他都市の事例整理
水道料金の設定内容や下水道使用料金による回収経費の構成割合等について、県内及び同規
模の他都市の状況等を整理します。また、必要に応じて事例収集のためのヒアリング案作成、ヒ
アリング結果の整理を行います。

③下水道使用料対象経費の分解
下水道使用料対象経費を構成する各経費の性質に着目し、対象経費を、需要家費、固定費及び
変動費の3つに分解します。

④下水道使用者群の区分
排水需要及び排水水質に応じて下水道使用者のグルーピングを行います。なお、区分する際に
は、特に下水道使用者群の構成や排水需要変動の大小、特殊排水の有無等に留意して水量区
分や水質区分を適切に設定します。

⑤下水道使用料対象経費の配賦
分解した下水道使用料対象経費を、設定した水量使用料及び水質使用料の各下水道使用者群
に配賦します。

⑥下水道使用料体系の設定
下水道使用料対象経費の配賦結果を受け、基本使用料及び基本水量の有無、累進度の設定等
の条件を加味した総合的な検討を行い、下水道使用料体系を構築します。

「社会資本整備総合交付金交付要綱（令和6年3月29日最終改正）」における“使用料改定の必要性の検証に係る要件”

公営企業会計の導入済みの地方公共団体について、令和２年度以降、少なくとも５年に１回の頻度で、下水道使用料の改定の必

要性に関する検証を行い、経費回収率の向上に向けたロードマップ（概ね１０年程度での段階的な使用料適正化や経営改善等の

具体的取組、実施予定時期及び業績目標を記載（有識者等の意見を聴いて策定されたもの））を策定し、国土交通省へ提出すると

ともに、検証結果を公表していること。

以下のとおり、下水道使用料検討は社会資本整備総合交付金等の交付要件となっています。

出典：「社会資本整備総合交付金交付要綱（令和6年3月29日最終改正）」附属第Ⅱ編 交付対象事業の要件

下水道使用料改定の検討手順

社会資本整備総合交付金等の交付に当たっての要件

業務実績


